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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年５月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１２月６日 １０時２０分ごろ 

発生場所 阪神港堺泉北
せんぼく

区南西方（港外） 

 泉北大津南防波堤灯台から真方位２８６°３.８海里付近 

 （概位 北緯３４°３２.９′ 東経１３５°１８.４′） 

事故の概要  油タンカー松瑞
しょうずい

丸は、錨泊中、また、漁船大師
だ い し

丸は、南西進中、

両船が衝突した。 

 松瑞丸は、左舷船尾部外板に擦過傷を生じ、大師丸は、船首部の亀

裂等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１２月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー 松瑞丸、９９８トン 

   １４２９７４、株式会社旗山マリン 

   ７４.９０ｍ×１２.００ｍ×５.７０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２９年３月３日 

Ｂ 漁船 大師丸、９.７トン 

   ＯＳ２－２００８（漁船登録番号）、個人所有 

   １７.３５ｍ（Lr）×３.８４ｍ×１.２５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、平成９年

１月１７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６５歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４９年１２月２０日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２６年８月１１日 

    免状有効期間満了日 令和元年９月２０日 

  航海士Ａ 男性 ５８歳 

   五級海技士（航海）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 平成元年８月３１日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２６年２月１７日 

    免状有効期間満了日 令和元年８月３０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４１歳 
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   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成８年２月１４日 

    免許証交付日 平成２８年１月２６日 

           （令和３年２月１３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に亀裂、凹損等、左舷側のやり出しに擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか８人が乗り組み、レギュラーガソ

リン約１,４４０kℓ、灯油２５０kℓ 及び軽油約４５０kℓ を積載し、阪

神港堺泉北第４区で揚げ荷役を行う目的で、平成３０年１２月６日０

１時２０分ごろ阪神港堺泉北区南西方の港外に至り、錨泊を開始し

た。 

 船長Ａは、錨泊当直を行うこととし、甲板部においては航海士３人

の２時間交代による単独の船橋当直を行うこととした。 

 航海士Ａは、１０時ごろ前直者から船橋当直を引き継いだ後、食事

の準備ができた旨の連絡を受け、レーダー及び目視により、Ａ船に向

けて接近する船舶が周囲にいないことを確認し、食事に行くこととし

て降橋した。 

 船長Ａは、他の乗組員と共に食堂で荷役の打合せを行っていた際、

１０時２０分ごろ衝突音が聞こえたので左舷側に出たところ、左舷船

尾方をＡ船から離れるように惰力で移動するＢ船を認め、Ｂ船がＡ船

に衝突したことを知った。 

 船長Ａは、Ｂ船がＡ船の左舷側に接舷したのち、自身のほか２人の

乗組員と共にＢ船に移乗してＢ船の損傷状況を確認し、船長Ｂから海

上保安庁に本事故の発生を通報した旨を聞き、Ａ船の船舶所有会社及

び運航会社に本事故の発生を連絡した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、底びき網漁を行う目的で、大阪

府阪南港第２区の係留場所を０５時３０分ごろ出港し、阪神港堺泉北

区で操業を行った。 

 船長Ｂは、１０時００分ごろ堺泉北第７区で４回目の操業を終え、

漁獲物を取り込んだ後、網の全てを揚網機に巻き取った。 

 船長Ｂは、２回目の操業中に網に入った材木を、網の縫い目をほど

いて取り出し、応急的に縫い合わせてその後の操業を行っていたもの

の、網の調子が悪かったので、修理を行うこととした。 

 船長Ｂは、巻き取った網を船尾端まで延ばして後部甲板上に広げ、

揚網機の左舷側に設けた操船場所で周囲を見たのちにＢ船を発進さ

せ、次の操業予定場所である関西国際空港北西方沖に船首を向け、自

動操舵とした。 



- 3 - 

 船長Ｂは、ＧＰＳプロッターに表示された速力（対地速力、以下同

じ。）が９.７ノット（kn）となっていることを見たのち、船首方を見

て他船がいないと思って後部甲板に移動し、体を船尾方に向け、片足

の膝をついた姿勢で網の修理を始めた。 

 Ｂ船は、約９.７kn の速力で南西進中、１０時２０分ごろＡ船と衝

突した。 

 船長Ｂは、衝突音を聞くと同時に衝撃を受け、振り返ったところ、

Ｂ船の船首方にＡ船を認め、Ａ船から離れてその船尾方に向かって進

行する中、機関を中立運転としたのち、海上保安庁に本事故の発生を

通報し、所属する漁業協同組合に本事故の発生を連絡した。 

 船長Ｂは、Ｂ船の損傷状況を船長Ａ等と共に確認し、海上保安官の

調査を終えたのち、自力で航行して係留場所に戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、食堂で荷役の打合せを行っていた際、航海士Ａが食堂で

食事をしている姿を見ており、船橋が無人の状態であることを知って

いた。 

 Ａ船は、錨泊中を示す黒色の球形形象物を掲げていた。 

 Ａ船は船首が真方位約１０５°を向いていたとき、Ｂ船がＡ船の左

舷船尾部に衝突した。 

 船員法施行規則（昭和２２年運輸省令第２３号）第３条の５に定め

のある基準（航海当直基準（平成８年運輸省告示第７０４号））に

は、停泊当直中の当直基準として、次のとおり定められている。 

 １ （略） 

 ２ 危険物船舶運送及び貯蔵規則第２条第１号に掲げる危険物又は

同条第１号の２に掲げるばら積み液体危険物を運送している船舶

の船長は、甲板部及び機関部における適切な当直を維持するこ

と。（以下略） 

 船長Ａは、錨泊中、ふだんから機関室内に当直者を配置していなか

ったが、Ａ船には機関の警報盤が監視室、船橋、食堂及び機関長の居

室に設置されていた。 

 船長Ｂは、本事故当時、作業用救命衣を着用していなかったもの

の、浮体が生地に取り付けられたジャンパーをふだんから着用してい

た。 

 船長Ｂは、網の修理前に発進する際及び操船場所を離れる前、左舷

船首方に数隻の船舶を認めていたが、船首方に他船を認めていなかっ

た。 

 船長Ｂは、船首方に関西国際空港をうっすらと認め、Ｂ船を発進さ

せ、同空港北西方沖に船首を向けて操船場所を離れた後、風、潮流等

の影響を受けて左方に圧流されたのではないかと本事故後に思った。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、阪神港堺泉北区南西方の港外において錨泊中、航海士Ａ

が、船橋当直中に食事の用意ができた旨の連絡を受け、Ａ船に向けて

接近する船舶が周囲にいないことを確認して食事をしようと降橋し、

船橋を無人の状態として錨泊を続けたことから、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

 船長Ａは、自身のほか航海士Ａを含めた乗組員全員が食堂にいたこ

とから、錨泊中、甲板部における適切な当直を維持していなかったも

のと考えられる。 

 Ｂ船は、阪神港堺泉北区において南西進中、船長Ｂが、船首方を見

て他船がいないと思い、後部甲板に移動して網の修理を行いながら航

行を続けたことから、前路で錨泊中のＡ船に気付かず、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

 船長Ｂは、関西国際空港北西方沖に船首を向けた際、遠方にうっす

らと認めた関西国際空港を見ることに意識を向けていたことから、前

路で錨泊中のＡ船に気付かなかった可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、阪神港堺泉北区南西方の港外において、Ａ船が錨泊中、

Ｂ船が南西進中、航海士Ａが、船橋当直中に食事をしようと降橋し、

船橋を無人の状態として錨泊を続け、また、船長Ｂが、船首方を見て

他船がいないと思い、後部甲板に移動して網の修理を行いながら航行

を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・航行中は、他の作業を行わず、見張りに専念すること。 

 ・引火性液体類を運送している船舶の船長は、停泊中であっても航

海当直基準を遵守すること。 

 ・航行中の小型漁船に１人で乗船して漁労に従事している場合、又

は、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合は、作業用救命衣等

を適切に着用すること。 
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阪 神 港 

岸 和 田 市 

大 阪 府 

関西国際空港 

× 

大 阪 湾 

堺 泉 北 区 

泉北大津南 
防波堤灯台 

★ 
事故発生場所  
（平成３０年１２月６日  
 １０時２０分ごろ発生） 

Ａ船 
（錨泊中） 

● 
Ｂ船発進場所 

次の操業予定場所 

付図１ 事故発生経過概略図 
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